
許可番号 船　　　　名 総トン数 操 業 区 域

北流第　　１号 第五十六北雄丸 168 ※１

北流第１０１号 第三十八盛勝丸 173 ※１

北流第１０５号 第六十八開運丸 171 ※１

北流第１０６号 第八十八若潮丸 184 ※１

北流第１０７号 第三十五進洋丸 173 ※１

北流第１１０号 第五十八伊勢丸 159 ※１

北流第１１１号 第三十八大三丸 184 ※１

北流第１１５号 第八十一幸福丸 184 ※１

北流第１１７号 第二日幸丸 184 ※１

北流第１１８号 第六十三福寿丸 199 ※１

北流第１２１号 第十五泰勢丸 179 ※１

北流第１２８号 第六十八栄久丸 184 ※１

北流第１３５号 第五十八福神丸 178 ※１

北流第２００２号 第７８住吉丸 89 ※２

北流第２００７号 第２８豊浜丸 90 ※２

北流第２００８号 第三十六寿々丸 132 ※２

青流第１５２号 第六十五新生丸 184 ※１

青流第１５３号 第二永寿丸 140 ※１

青流第１５５号 第二源榮丸 171 ※１

岩流第１０８号 第十五海鷹丸 169 ※１

岩流第１０９号 第十五三笠丸 169 ※１

宮流第　１０号 第十八天祐丸 160 ※１

宮流第　１１号 第十八鹿島丸 177 ※１

宮流第　２２号 第七八興丸 175 ※１

宮流第１８９号 第八光洋丸 166 ※１

山流第２３０２号 第三十八正徳丸 136 ※２

福流第　２０号 第３８福吉丸 170 ※１

福流第　２３号 第３８廣運丸 170 ※１

福流第　２４号 第三十一漁福丸 165 ※１

福流第１６７号 第十五観音丸 166 ※１

福流第１８７号 第一庄光丸 174 ※１

　本件の個別事項に関するお問い合わせ等については、水産庁資源管
理部遠洋課海洋漁業班までご連絡下さい。
 
　　電話番号：０３－３５０２－８４７９（直通）
　　ＦＡＸ番号：０３－３５９１－５８２４

※操業区域は最下部参照。

中型さけ・ます流し網漁業許可船名簿

（平成２３年１月１日現在）



許可番号 船　　　　名 総トン数 操 業 区 域

茨流第　２９号 大一丸拾八號 185 ※１

千流第　３０号 第三十六熊野丸 184 ※１

千流第　３１号 第八十三熊野丸 157 ※１

東流第１０３号 第六十八花咲丸 168 ※１

富流第１２６号 第二十八豊清丸 172 ※１

富流第１６０号 第八十八博洋丸 182 ※１

富流第１６８号 第３５豊進丸 173 ※１

富流第１７２号 第六十八善龍丸 180 ※１

富流第１７３号 第八珠の浦丸 175 ※１

富流第１７６号 第六十三恵比須丸 179 ※１

富流第１８８号 第一明音丸 173 ※１

石流第１８１号 第六十八日章丸 184 ※１

石流第１８２号 第八十二永宝丸 184 ※１

石流第１８６号 第二十八寶來丸 176 ※１

※１　日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合
における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の
北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域

※２　北緯四十六度七秒の線以南、北緯三十七度十一秒の線以北の日本海の
海域。ただし、次に掲げる海域を除く。
  一　北緯四十五度八秒の線以北、東経百四十度三十九分四十六秒の線以東
の海域
  二　北海道礼文郡礼文町カランナイ岬突端、北緯四十三度四十三分三十二秒
の線と同道小樽市高島岬突端正北の線との交点、同道積丹郡積丹町神威岬突
端北西の線と同道寿都郡寿都町弁慶岬突端正北の線との交点、同突端正北の
線と北緯四十三度九秒の線との交点、同道久遠、島牧両郡界せたな町茂津多岬
突端正西の線と同道奥尻郡奥尻町稲穂岬突端正北の線との交点、同突端正北
七海里の点、北緯四十二度二十二分九秒東経百三十九度四分四十七秒の点、
北緯四十一度五十七分九秒東経百三十九度四分四十八秒の点、同町青苗岬突
端と同道松前郡松前町小島東端とを結ぶ線上青苗岬突端から七海里の点、小島
東端、同町松前灯台中心点と青森県西津軽郡深浦町艫作埼灯台中心点正西二
十海里の点とを結ぶ線と小島東端と同県北津軽郡中泊町権現埼突端とを結ぶ線
との交点、艫作埼灯台中心点正西二十海里の点、秋田県男鹿市入道埼灯台中
心点正西二十海里の点、山形県酒田市飛島灯台中心点北西五海里の点、新潟
県岩船郡粟島浦村粟島灯台中心点北西十海里の点、同県佐渡市弾埼灯台中心
点正北十五海里の点、同市沢崎鼻灯台中心点南西三十海里の点及び同県上越
市鳥ケ首岬灯台中心点を順次に結ぶ線以東の海域
  三　新潟県上越市鳥ケ首岬灯台中心点、同県佐渡市沢崎鼻灯台中心点南西三
十海里の点、石川県珠洲市禄剛埼突端北西三十海里の点、同県輪島市猿山岬
灯台中心点北西三十海里の点及び同県加賀市加佐岬突端北西三十海里の点を
順次に結ぶ線以南の海域
  四　北海道松前郡松前町大島周囲最大高潮時海岸線から五海里以内の海域
  五　北海道松前郡松前町小島周囲最大高潮時海岸線から五海里以内の海域
  六　新潟県佐渡市佐渡島周囲最大高潮時海岸線から十五海里以内の海域
  七　石川県輪島市舳倉島周囲最大高潮時海岸線から十五海里以内の海域
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